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ＪＲ東海労働組合

都労委が訓告処分撤回命令！
ボーナスカットを撤回！謝罪文の交付も命令！

新幹線地本 反処分都労委 勝利命令！「 」
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本日、東京都労働委員会は、ＪＲ東海労本部と新幹線地本が申し立てていた「反

処分都労委」について、会社が組合員に対して行った訓告処分を不当労働行為とし

て認めました。委員会は会社に対して、組合員への訓告をなかったものとして取り

扱い、訓告を理由とした期末手当の減額分を支払うことを命令しました。さらにＪ

Ｒ東海労本部と新幹線地本へ謝罪文を交付することもあわせて命令しました。

この「反処分都労委」は、東京第一車両所分会と東京第二車両所分会の組合員が

不当にボーナスカットされたことへの抗議行動について会社から訓告・厳重注意処

分された件と、東京地区分会の組合員が、横浜予約サービスセンターの田代所長か

ら「辞めていただいて結構です」と退職を強要する発言を受けたことへの抗議行動

について訓告処分されたことは、正当な組合活動に対する介入かつ、不当労働行為

であるとして救済を求めていたものです。

しかし、今回の命令は全ての救済申し立てが不当労働行為として認められた訳で

はありません。職場での正当な労働組合活動を妨害する会社を許さず、さらに闘い

をすすめましょう！


